
 

令和元年度地方発明表彰 

主催：公益社団法人発明協会 

共催：全国道府県発明協会 

 

１．本事業の趣旨  

   本発明表彰は、各地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と地域産業の振興に寄与す

ることを目的として大正１０年に開始されたものです。全国を８地方に分け、北海道地方発明表彰、東北

地方発明表彰、関東地方発明表彰、中部地方発明表彰、近畿地方発明表彰、中国地方発明表彰、四国

地方発明表彰及び九州地方発明表彰を実施し、各地方において優秀な発明、考案、又は意匠（以下「発

明等」という。）を完成された方々、発明等の実施化に尽力された方々、発明等の指導、奨励、育成に貢

献された方々の功績を称え顕彰するものです。  

２．表  彰  

(1) 発明等に関する表彰 

優秀な発明等を完成し、その実施効果が高く、地域産業の向上に寄与していると認められる発明者

等を対象として、次の各賞を贈呈します。  

◆特別賞 

・文部科学大臣賞 特許庁長官賞 中小企業庁長官賞 

・経済産業局長賞 発明協会会長賞 日本弁理士会会長賞 知事賞 等 

◆発明奨励賞 

(2) 実施に関する表彰  

◆実施功績賞 

上記(1)において、文部科学大臣賞、特許庁長官賞、中小企業庁長官賞、経済産業局長

賞、発明協会会長賞、日本弁理士会会長賞の対象となった発明等が法人である場合当該

法人の代表者を対象として贈呈します。（発明者等と当該法人の代表者が同一の場合は

除きます。） 

(3) 発明奨励に関する表彰  

◆奨励功労賞 

発明等の指導、育成、奨励について顕著な功績のある者を対象として贈呈します。  

３．発明、考案及び意匠の要件  

発明、考案、意匠については、次のすべての要件を満たしていること。   

(1) 応募案件が特許、実用新案登録又は意匠登録されており、2019 年１２月末日時点において権

利が存続していること。 

(2) 発明、考案においては、進歩性に優れ、かつ実施効果が顕著で科学技術の向上及び地域産業

の発展に寄与していると認められること。 

(3) 意匠においては、製品化され、広く一般に利用されて産業の発展、生活文化の向上に大きく寄与

し、さらに形状、機能など構成要素が極めて優れており、新しい意匠の潮流を形成していると認

められること。 

(4) 応募時において係争関係にない、若しくは係争が終了していること。  

【別紙】  



 

４．応募者等の資格  

(1) 応募者は、日本国内における当該発明等の権利を有すること。  

(2) 応募案件の発明者、考案者又は創作者は、日本国籍を有するか、又は当該発明等を日本国内

において完成させ、上記１．に掲げる本表彰の趣旨に適合すると発明協会が認めた者であるこ

と。 

(3) 応募案件の発明等で、発明協会主催の全国発明表彰あるいは本表彰を受賞していないこと。 

(4) 当該発明等に関する同一の業績により過去に叙勲・国家褒章を受章していないこと。  

 


